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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記録材にトナー画像を形成する画像形成部と、
　発熱体を内包した回転体と、この回転体に圧接する加圧部材とを有し、前記回転体と前
記加圧部材との圧接ニップ部に、トナー画像が形成された記録材を搬送し前記発熱体の熱
を加えつつ通過させることで前記トナー画像を記録材上に定着させる加熱定着部と、
　を備える画像形成装置であって、
　前記圧接ニップ部よりも記録材移動方向下流側で記録材の温度を検知するための温度セ
ンサと、
　先行する記録材が前記圧接ニップ部を通過する時点で後続の記録材が前記画像形成部に
供給されて画像形成動作が開始されている状態を継続させる連続プリント動作を行う場合
において、その連続プリント動作の初期時点で前記温度センサにより検知された第１の温
度と、当該連続プリント動作途中における所定の時点で前記温度センサにより検知された
第２の温度とに基づいて、後続の記録材に与える熱量を制御する制御手段と、
　を有することを特徴とする画像形成装置。
【請求項２】
　前記制御手段は、
　　　前記第１の温度に基づいて前記第２の温度に対するしきい値を設定する手段と、
　　　設定された前記しきい値と前記第２の温度との比較を行い、その比較結果に応じて
、前記後続の記録材に与える熱量の制御量を決定する手段と、
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　を含むことを特徴とする請求項１に記載の画像形成装置。
【請求項３】
　前記制御量は、単位時間当たりのプリント枚数を示すスループット、および、前記発熱
体の温度、の少なくともいずれかであることを特徴とする請求項２に記載の画像形成装置
。
【請求項４】
　外気の温度または湿度の少なくともいずれかを検知するための検出手段を更に有し、
　前記制御手段は、更に前記連続プリント動作前における前記検出手段による検出結果に
基づいて、前記後続の記録材に与える熱量を制御することを特徴とする請求項１に記載の
画像形成装置。
【請求項５】
　前記制御手段は、
　　　前記検出手段による検出結果および前記第１の温度に基づいて前記第２の温度に対
するしきい値を設定する手段と、
　　　設定された前記しきい値と前記第２の温度との比較を行い、その比較結果に応じて
、前記後続の記録材に与える熱量の制御量を決定する手段と、
　を含むことを特徴とする請求項４に記載の画像形成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像形成装置に関し、特に、トナー画像が形成された記録材に熱を加えるこ
とでそのトナー画像を定着させる加熱定着装置を有する画像形成装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、電子写真方式の複写機、プリンタ等の多くは、加熱定着手段として、熱効率
、安全性が良好な接触加熱型の熱ローラ定着方式や、省エネルギータイプのフィルム加熱
方式を採用している。
【０００３】
　熱ローラ定着方式の加熱定着装置は、図１９に示すようにハロゲンヒータ等の加熱用ヒ
ータ４１を内包した加熱用回転体としての加熱ローラ（定着ローラ）４０と、これに圧接
させた加圧用回転体としての弾性加圧ローラ５０を基本構成とし、この一対のローラを回
転させて該両ローラ対の圧接ニップ部（定着ニップ部）に未定着トナー画像を形成担持さ
せた被加熱材としての記録材Ｐ（転写材シート、印字用紙、静電記録紙、エレクトロファ
ックス紙等）を導入して圧接ニップ部を狭持搬送通過させることで、加熱ローラ４０から
の熱と圧接ニップ部の加圧力にて未定着トナー画像を記録材面に永久固着画像として熱圧
定着させるものである。加熱ローラ４０の構成としては、アルミ、鉄等の中空芯金４２の
外部にフッ素樹脂等の離型性層４３が形成されており、加圧ローラ５０の構成としては、
アルミ、鉄等の芯金５１の外周面にシリコンゴム等の弾性層５２さらに外側にはフッ素樹
脂チューブ等の離型性層５３が形成されている。加熱ローラ４０は加熱用ヒータ４１への
通電により加熱され、加熱ローラ４０表面の温度をサーミスタ等の温度検知素子によって
検知することで、所定の温度に維持され、定着ニップ部を加熱する。
【０００４】
　また、フィルム加熱方式の加熱定着装置（オンデマンド定着装置）は、例えば特開昭６
３－３１３１８２号公報（特許文献１）、特開平２－１５７８７８号公報（特許文献２）
、特開平４－４４０７５号公報（特許文献３）、特開平４－２０４９８０号公報（特許文
献４）等に提案されており、その代表例を図２０に示す。同図において、６０はフィルム
アセンブリであり、アルミナ、チッ化アルミ等のセラミック基板上に通電発熱抵抗層が形
成された加熱ヒータ６１が耐熱性樹脂より形成されたステイホルダ６２に固定され、この
ステイホルダ６２にルーズに外嵌させたポリイミド等の樹脂やＳＵＳ等の金属から構成さ
れた耐熱性の薄肉フィルム６３（以下、定着フィルムと記す）を有する。このフィルムア
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センブリ６０の加熱ヒータ６１と加圧ローラ５０とを定着フィルム６３を挟んで圧接させ
て定着ニップ部を形成させてある。
【０００５】
　定着フィルム６３は芯金５１の外周面にシリコンゴム等の弾性層５２、フッ素樹脂等か
らなる離型性層５３を形成してなる弾性加圧ローラ５０の矢印の方向への回転駆動力によ
り、定着ニップ部において加熱ヒータ６１に密着・摺動しつつ矢印の方向に搬送移動され
る。加熱ヒータ６１の温度は、ヒータ背面に配置されたサーミスタ等の温度検知手段６４
により検知され、不図示の通電制御部へフィードバックされ、加熱ヒータ６１が所定の一
定温度（定着温度）になるように加熱、温度調整される。
【０００６】
　このようなフィルム加熱方式の加熱定着装置を用いたプリンタ、複写機等の各種画像形
成装置は、加熱効率の高さや立ち上がりの速さにより、待機中の予備加熱の不要化や、ウ
エイトタイムの短縮化など、従来の熱ローラ方式の加熱定着装置に比べて多くの利点を有
している。
【０００７】
　また昨今では、画像形成に用いられる記録材の種類も豊富となり、記録材の厚みや表面
性は多岐にわたって市販されている。これらの記録材に対し、上述した従来の加熱定着装
置では記録材上のトナー像の定着性は記録材の厚み、表面性に左右されることが知られて
おり、特に表面性の粗い紙種においては定着性が著しく損なわれる。これは、定着ニップ
内で加熱部材と記録材間の接触面積が減るために十分な熱量が記録材上のトナーに供給さ
れないためである。その結果、表面性の悪い紙種でも良好な定着性を得るために、定着加
圧力を高くする、あるいは、定着温度を高くする必要があった。
【０００８】
　しかしながら、定着加圧力を高くする方法では、定着装置の駆動トルクが高くなり、装
置コストが高くなりやすい。特に上述したフィルム方式の加熱定着装置では、加熱体とし
ての加熱用ヒータに対して加熱用回転体である定着フィルムが定着ニップ部で摺動するた
めに回転トルクが大きくなりやすいため、加圧力を大きくすることが難しく、総圧で高々
１９６Ｎ（２０ｋｇｆ）程度が限界とされ、定着ニップ領域内の線圧は低めとされていた
。そのため、表面性の悪い紙種の定着性を良くするためには定着温度を高くせざるを得な
くなる。
【０００９】
　しかしながら、単に定着温度を高くした場合には、薄紙や表面性の良い紙に対しては過
剰な熱量が供給されることとなり、ホットオフセットが発生したり、紙のカール量が大と
なるような弊害が生じる場合がある。
【００１０】
　また、記録材上のトナー像の定着性と記録材のカール、トナーのホットオフセット等の
相反する現象に対して定着温度のみではなく、定着ニップ幅も重要なパラメータとなる。
すなわち、定着ニップ幅が大ならば、定着温度が低くとも、記録材に熱量が移動する時間
が長くなるため、良好な定着性を示すことが可能となるが、逆に記録材のカールやトナー
のホットオフセット等の現象は発生しやすくなる。
【００１１】
　定着ニップ幅は加圧ローラの硬度、加圧バネの加圧力に主に依存するが、これらはある
程度ばらつきを有しており、定着装置毎に定着ニップ幅は異なる。このため定着ニップ幅
のばらつきを考慮した状態で定着温度設定を行うと、一種類の温度設定のみでは上述のよ
うな様々な記録材に対して定着性、カール、ホットオフセット等の現象を全て満足させる
ことは非常に困難となる。
【００１２】
　このように、表面性の粗い記録材と平滑性の良好な記録材でともに最適な定着条件を両
立することは難しく、従来はユーザが記録材に応じて定着温度設定を選択することで対応
してきたが、表面粗さというユーザには理解し難いパラメータにより定着モードを設定す
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るのは難しく、記録材（特に表面の粗さ）に応じて最適な定着温度設定が自動的に行われ
ることが望まれていた。
【００１３】
　このような観点から、定着ニップから排出された記録材の温度を検知することによって
定着制御にフィードバックする方法が、特開平１－１５０１８５号公報（特許文献５）、
特開平６－３０８８５４号公報（特許文献６）、特開平７－２３０２３１号公報（特許文
献７）、特開２００２－２１４９６１号公報（特許文献８）等に提案されている。
【００１４】
　図２１は、接触型センサを用いて温度検出を行う従来の加熱定着装置の一例である。こ
の加熱定着装置では、定着ニップ下流側に温度検知サーミスタなどの温度センサ１８を設
置し、それと対向する位置にゴムローラなどの対向部材１９を設置し、記録材を挟みこん
で記録材の温度を測定している。
【００１５】
　図２２は、非接触式センサを用いて温度検出を行う従来の加熱定着装置の一例である。
この加熱定着装置では、定着ニップ下流側に赤外線センサなどの非接触式センサ２０が設
置されており、記録材の温度を非接触で測定している。
【００１６】
　これらの記録材排出温度の測定結果に基づき、加熱部材のヒータへの通電制御にフィー
ドバックすることで、加熱されやすい薄紙や平滑紙では定着温度を下げ、カールやホット
オフセットを防止し、一方表面性の粗い記録材や厚さの厚い記録材の場合には定着温度を
上げて定着性を満足させる方法が提案されていた。
【００１７】
【特許文献１】特開昭６３－３１３１８２号公報
【特許文献２】特開平２－１５７８７８号公報
【特許文献３】特開平４－４４０７５号公報
【特許文献４】特開平４－２０４９８０号公報
【特許文献５】特開平１－１５０１８５号公報
【特許文献６】特開平６－３０８８５４号公報
【特許文献７】特開平７－２３０２３１号公報
【特許文献８】特開２００２－２１４９６１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１８】
　しかしながら、上記のような従来の加熱定着装置においては、下記のような問題点が生
じていた。
【００１９】
　まず、図２１に示したような、温度センサとローラなどの対向部材との間に記録材を挟
んで温度検出する方法の問題点について説明する。この方式では、温度センサの対向部材
は記録材と常に接触しているため、記録材の熱を対向部材に奪われてしまい、正確に記録
材の温度を検出することができなくなってしまっていた。特に、記録材を安定して狭持搬
送するためには、対向部材としてのゴムローラをある程度の大きさで構成する必要があり
、対向部材としてのローラの熱容量が無視できず、記録材の表面粗さや厚みに応じて温度
検知サーミスタに顕著な差を生じさせることは困難となっていた。また、対向部材として
ゴムローラを使用した場合には、ゴムローラの表面性によって記録材からゴムローラに奪
われる熱量が異なり、通紙耐久によりゴムローラの表面状態が変化した場合には更に検知
温度にばらつきを生じさせる原因ともなってしまっていた。
【００２０】
　また、定着ニップから排出された記録材の温度を測定する場合、定着ニップから排出さ
れた記録材からの放熱による影響を考慮する必要がある。これは、定着ニップから排出さ
れた記録材の搬送される領域において、機内の対流や機外の気温の影響による記録材から
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の放熱状況が異なるからである。このため、記録材が定着ニップから排出されて時間が経
過するほどその影響を受けやすくなり、同一の記録材を搬送した場合であっても温度検知
素子による検知結果が変化してしまう。このことから機内の対流状況等の影響を軽減する
ためには定着ニップ直後に温度検知素子を配置した方が記録材の判別精度は高くなる。
【００２１】
　しかしその一方で、定着ニップ直後にサーミスタ等の温度検知素子を配置した場合には
、定着ローラや定着フィルムの定着部材の加熱状態や以前の加熱定着履歴によって温度検
知素子が配置された雰囲気の温度が異なり、それぞれの場合に応じて適切に記録材の種類
を判別する必要がある。
【００２２】
　以上の観点からも定着ニップ直後に熱容量の大きいゴムローラなどの部材で温度検知素
子と接触対向させた場合、熱容量の大きなゴムローラは定着ニップ直後の雰囲気温度の影
響を受けやすく、温度検知素子と対向配置されたゴムローラの加熱状況が様々となり、定
着ニップから排出された記録材からゴムローラに奪われる熱量に差異が生じ、あらゆる場
合に正確に記録材の種類を判別することは困難となってしまっていた。
【００２３】
　また特に従来例では、定着ニップ後に配置された温度検知素子による記録材の判別をあ
る一定値で判断しているが、実際定着ニップ直後に配置した場合には、雰囲気温度による
影響を無視できず、正確に記録材の種類を判別し、加熱定着装置の最適な制御を行うこと
は困難となっていた。
【００２４】
　次に、図２２に示したような、非接触式センサを用いた温度検出の問題点について説明
する。記録材を加熱定着する時には、記録材に含有される水分も同時に加熱されるため、
記録材表面から水蒸気が発生する。そのため、この水蒸気により非接触式センサの表面が
曇ってしまい、正確に記録材の温度を検出することができなくなってしまっていた。上述
したように、定着ニップ直後に記録材の温度検出を実施した方が定着ニップ後の記録材の
放熱による影響を軽減できるため好ましいが、その一方で、定着ニップ直後では最も記録
材からの水蒸気の影響を受けやすくなってしまう。
【００２５】
　これを回避するために、ファンによる風路等を形成し、水蒸気によって非接触式センサ
の表面が曇るのを防止するように工夫することも考えられるが、この場合には、この風路
が記録材表面の温度にも影響してしまい、風速のばらつきを考慮しようとすると、記録材
の判別が困難になる。
【００２６】
　以上のことから、赤外線センサ等の非接触式センサを用いた記録材温度測定による記録
材の種類判別は実質上達成されていない。
【００２７】
　本発明は、上記の従来技術の問題点を解決するためになされたものであり、その目的と
するところは、記録材の種類や定着装置の状態に応じて自動的に最適な定着条件に切り替
えることにより、記録材の変形を未然に防止し、安定した定着性能が得られる画像形成装
置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００２８】
　上記した課題は、本発明の画像形成装置によって解決される。本発明の一側面は例えば
、記録材にトナー画像を形成する画像形成部と、発熱体を内包した回転体と、この回転体
に圧接する加圧部材とを有し、前記回転体と前記加圧部材との圧接ニップ部に、トナー画
像が形成された記録材を搬送し前記発熱体の熱を加えつつ通過させることで前記トナー画
像を前記記録材上に定着させる加熱定着部とを備える画像形成装置に係り、前記圧接ニッ
プ部よりも記録材移動方向下流側で記録材の温度を検知するための温度センサと、先行す
る記録材が前記定着ニップ部を通過する時点で後続の記録材が前記画像形成部に供給され
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て画像形成動作が開始されている状態を継続させる連続プリント動作を行う場合において
、その連続プリント動作の初期時点で前記温度センサにより検知された第１の温度と、当
該連続プリント動作途中における所定の時点で前記温度センサにより検知された第２の温
度とに基づいて、後続の記録材に与える熱量を制御する制御手段とを有することを特徴と
する。
【発明の効果】
【００３０】
　本発明の画像形成装置によれば、記録材の種類や定着装置の状態に応じて自動的に最適
な定着条件に切り替えられるので、記録材の変形が防止され、安定した定着性能が得られ
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３１】
　以下、図面を参照して本発明の好適な実施形態について詳細に説明する。
【００３２】
■ 第１の実施形態 ■
（画像形成装置の概略構成）
　図１に本実施形態における画像形成装置の概略断面図を示す。この画像形成装置は、給
紙トレイ１、シート積載台２、給紙ローラ３からなる給紙装置を備えている。給紙トレイ
１内のシート積載台２に積載された記録材Ｐは、給紙ローラ３により最上位の記録材から
一枚ずつピックアップされ、搬送ローラ４、搬送コロ５によってレジストレーション（レ
ジスト）部へと送られる。記録材Ｐはレジストローラ６とレジストコロ７からなるレジス
ト部で搬送方向を揃えられた後、画像形成部へと給送される。
【００３３】
　画像形成部は、感光ドラム８、トナーカートリッジ９、レーザスキャナユニット１０、
転写ドラム１２等により構成されている。トナーカートリッジ９の構成については図示を
省略するが、例えば、感光ドラム８を帯電させる帯電器、感光ドラム８上の潜像を現像剤
としてのトナーで現像する現像器、感光ドラム８上の残留トナーを除去し収容するクリー
ナー等をユニット化した構成である。レーザスキャナユニット１０は、多面体ミラー１１
、図示しない多面体ミラー回転用モータ、レーザユニット等がユニット化されて構成され
ている。
【００３４】
　レーザスキャナユニット１０から画像情報に基づくレーザ光Ｌが照射され、感光ドラム
８上に露光し、感光ドラム上８には画像情報に基づいた潜像画像が電子写真方式で形成さ
れる。この潜像は現像器によりトナーにより現像され、この現像されたトナー像は転写ロ
ーラ１２によって記録材Ｐに転写される。
【００３５】
　トナー像の転写が完了した記録材Ｐは加熱ユニット１３と加圧ローラ２４を含む加熱定
着装置に搬送され、ここで転写されたトナー像が加熱定着される。その後記録材Ｐは中間
排紙ローラ１５、排紙ローラ１６等からなる排紙ユニットにより排紙トレイ１７上に排紙
される。
【００３６】
　また、１４は制御回路であり、画像形成部における画像形成動作、ならびに、加熱定着
装置における定着制御を司る。
【００３７】
（加熱定着装置の構成）
　本実施形態における画像形成装置の構成は概ね上記のとおりであるが、次に、記録材Ｐ
の未定着トナー画像を永久画像として加熱定着する加熱定着装置の構成を詳しく説明する
。
【００３８】
　図２、３は、本実施形態における加熱定着装置の構成を示す概略断面図である。ここで
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、図２は加熱定着装置に記録材Ｐが供給されていない状態を、図３は未定着トナー画像Ｔ
を担持した記録材Ｐが加熱定着装置を通過中の状態を示している。なお本実施形態では、
薄膜フィルムを介して記録材上のトナー画像を加熱定着するフィルム加熱方式の加熱定着
装置（オンデマンド定着装置）を採用する。ただし、本発明はこのオンデマンド定着装置
に限定されるものではなく、所定の温度に維持された加熱ローラと、弾性体層を介して加
熱ローラに圧接する加圧ローラとによって記録材を挟持搬送しつつ加熱する熱ローラ方式
などの加熱定着方式に適用することも可能である。
【００３９】
　記録材は前述したように感光ドラム８、転写ローラ１２などからなる画像形成部にてト
ナー画像が現像・転写された後、加熱定着装置へと送られ、記録材の先端は定着入口ガイ
ド２１により、薄肉の定着フィルム２２を挟んで加熱ヒータ２３と加圧ローラ２４とで形
成される圧接ニップ部Ｎへと導かれる。
【００４０】
　定着フィルム２２は加熱用回転体として、ポリイミド、ポリアミドイミド、ＰＥＥＫ等
の耐熱性樹脂、あるいはＳＵＳ、Ｎｉ等の金属より形成される薄肉の可撓性のエンドレス
ベルト状の定着フィルムであり、表層にはＰＦＡ、ＰＴＦＥ等のフッ素樹脂層を離型層と
して形成してある。定着フィルム２２は熱容量を小さくしてクイックスタート性を向上さ
せ、さらに機械的強度を満足するようポリイミド、ＳＵＳ等の基材の肉厚を１００μｍ以
下、好ましくは６０μｍ以下２０μｍ以上の厚みとしており、離型性層としてのフッ素樹
脂層を８μｍ～１６μｍ程度の厚みで外面に形成している。このエンドレスベルト状の定
着フィルム２２は液晶ポリマー、フェライト、ＰＰＳ等の耐熱性樹脂から形成される半円
弧状のフィルムガイド部材２５に対して周長に余裕を持たせた形で外嵌している。
【００４１】
　２４は加圧用回転体としての加圧ローラであり、鉄、アルミ等の芯金の上にシリコーン
ゴム、シリコーンゴムを発泡して形成したシリコーンスポンジゴム等の弾性層を有し、更
にその上に離型層としてＰＦＡ、ＰＴＦＥ等のフッ素樹脂層をコーティングあるいはチュ
ーブ状に被覆している。
【００４２】
　定着フィルム２２は加圧ローラ２４の回転駆動により、少なくとも画像定着実行時は矢
示の時計方向に発熱体（加熱ヒータ２３）面に密着してその加熱体面を摺動しながら所定
の周速度、即ち不図示の画像形成部側から搬送されてくる未定着トナー画像Ｔを担持した
記録材Ｐの搬送速度と略同一周速度でシワなく回転駆動される。
【００４３】
　加熱ヒータ２３は例えばセラミックヒータであり、電力供給により発熱する発熱源とし
ての通電発熱体（抵抗発熱体）を含み、この通電発熱体の発熱により昇温する。この発熱
体は基板にアルミナ（Ａｌ２Ｏ３）または窒化アルミニウム（ＡｌＮ）を用い、基板上に
銀・パラジウムからなる抵抗体をスクリーン印刷等の方法で厚膜印刷し、所望の抵抗値を
有する発熱体パターンを形成する。更に発熱体上に保護層・定着フィルムとの摺動層とし
てのガラス層を形成する。発熱体形成面の裏側にはヒータ温度検知素子であるサーミスタ
２３ａを接着固定、あるいは所定圧力で当接することで加熱ヒータ温度をモニターし、そ
のモニター温度情報を制御回路１４に入力する。この制御回路１４は、ヒータ温度を所定
温度に維持するために駆動ドライバを制御してＡＣ電源から加熱ヒータの発熱体への通電
量を位相制御、波数制御等の手法により制御する。
【００４４】
　加熱ヒータ２３の通電発熱体に対する電力供給により発熱体が加熱され、また定着フィ
ルム２２が回転駆動されている状態において、加圧ローラ２４の弾性層の変形によって生
じる弾性力により該加熱ヒータ２３との間に形成された圧接ニップ部Ｎ（定着ニップ部）
に記録材Ｐが導入されることで、該記録材Ｐが定着フィルム２２に密着して定着フィルム
２２と一緒に重なった状態で定着ニップ部Ｎを通過していく。
【００４５】
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　この記録材Ｐの定着ニップ部通過過程で加熱ヒータから定着フィルム２２を介して記録
材Ｐに熱エネルギーおよび加圧力が付与されて記録材Ｐ上の未定着トナー画像Ｔが加熱溶
融定着される。その後、記録材Ｐは定着ニップ部Ｎを通過し、定着フィルム２２から分離
して排出され、排紙ローラ２６、排紙コロ２７により排紙ユニットへと送られる。
【００４６】
　定着ニップ部Ｎと排紙ローラニップ部（排紙ローラ２６、排紙コロ２７により形成され
る）との間には、記録材搬送路を形成する定着排紙ガイド２８が設けられている。この定
着排紙ガイド２８は、ＰＢＴやＰＥＴなどの耐熱性の高い材料により構成されている。定
着排紙ガイド２８の搬送面は、定着ニップ部Ｎと排紙ローラニップ部を結ぶ線Ａよりも下
方に設定されていると共に（図４参照）、排紙ローラ２６における記録材搬送速度は定着
ニップ部Ｎにおける記録材搬送速度よりも速く設定されており、これにより、記録材通過
時に記録材Ｐと定着排紙ガイド２８の搬送面が直接触れないようになっている。
【００４７】
　加熱定着装置から排紙ユニットへ至る記録材搬送路上には、加熱定着装置を通過する記
録材の有無を検出する排紙センサユニットが設置されている。この排紙センサユニットは
主に、排紙センサレバー２９とフォトインタラプタ３０により構成される。
【００４８】
　図６、７は、この排紙センサユニットの概略構成を示す斜視図で、図７は、図６の反対
方向からみた図である。排紙センサレバー２９は、主としてポリアセタールなどの摺動性
の高いプラスチック部材などでできており、先端の記録材通過部が定着ニップ部Ｎと排紙
ローラニップ部を結ぶ線Ａ（図４）を遮る位置に、ホームポジションとして設置される。
排紙センサレバー２９には、このレバー本体と直交する方向に突出する遮蔽部材２９ａが
形成されており、Ｓを支点に一体的に回動するように構成されている。そして、記録材が
通過する時には排紙センサレバー２９が記録材搬送方向に倒れ（図３参照）、これに伴い
遮蔽部材２９ａはフォトインタラプタ３０の赤外線光を遮断する。記録材がない時には排
紙センサレバー２９はホームポジションに戻り、遮蔽部材２９ａはフォトインタラプタ３
０の赤外線光を遮断しない位置に来る（図１参照）。このように、排紙センサレバー２９
の動きによってフォトインタラプタ３０の赤外線光のオン／オフを行い、記録材の有無を
検出する。
【００４９】
　さて、本実施形態における画像形成装置では、以下に説明するように、上記の如く設置
された排紙センサユニットに、集熱板と温度検知センサにより構成される排紙温度検出ユ
ニットが設けられる。
【００５０】
　この排紙温度検出ユニットは、加熱定着装置から排出される画像定着後の記録材の非印
字面の温度を検出するように構成される。記録材の非印字面側で温度検出することの利点
として２点挙げられる。一つ目は、通常の片面印字印刷時にはトナーの定着されている面
と逆の面で記録材が集熱板と接触することになるため、集熱板へのトナーの付着の影響を
受けることが無い。つまり、集熱板に対してトナーが付着することで温度検知精度の低下
を招くことが無い。二つ目としては、加熱ヒータ２３から定着フィルム２２を介して記録
材の印字面側に主に熱エネルギーが付与されるので、非印字面で温度検知をすることによ
り、記録材印字面側から非印字面側への熱伝導による温度勾配の特性の違いを利用して記
録材の特性を検知温度から予測することが可能となる。例えば、薄手の記録材の非印字面
側の温度は、厚手の記録材の非印字面側の温度よりも高くなる。また、表面性が平滑な記
録材の方が、表面性が粗い記録材より定着ニップ部で定着フィルム２２との密着性が得ら
れることから、熱エネルギーが伝わりやすくなり、その結果、非印字面側の温度が高くな
る。
【００５１】
　図５は、排紙センサレバー２９付近の詳細図である。排紙センサレバー２９先端の記録
材通過部には、熱容量の小さいアルミニウムやステンレスなどの厚み０．１ｍｍ程度の薄
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板でできた集熱板３１がアウトサート成型などにより排紙センサレバー２９と一体的に構
成されており、バネなどの付勢手段により加熱定着装置から排出される記録材の非印字面
側に接触する。
【００５２】
　集熱板３１は、定着ニップ部と排紙ローラニップ部を結ぶ線Ａよりも上方に設置されて
いる（図４参照）。定着ニップ部を通過した記録材の先端部は、まずは排紙センサレバー
２９のプラスチック部に接触する。さらに記録材が下流側に送られると排紙センサレバー
２９が回動し、集熱板３１が記録材の非印字面側に接触する。このように、集熱板３１の
熱容量を小さくし、積極的に記録材と当接させることにより、集熱板３１の温度を短時間
で記録材の温度に応じて上昇させることが可能になる。ここで、集熱板３１の熱容量を小
さくするために、集熱板３１は記録材搬送方向、および、記録材搬送方向と直交かつ記録
材の幅と略平行方向の大きさを極力小さくすることが望ましい。
【００５３】
　両面印字を行う場合は、２面目の通紙時に排紙センサレバー上の集熱板３１は記録材の
１面目の印字面と接触することになるため、集熱板表面へのトナーの付着が懸念される。
この対策として、集熱板３１の表面にＰＦＡ、ＰＴＦＥ等のフッ素樹脂コーティングや、
ＵＶ塗装などの表面処理を、集熱板３１の熱伝導に影響のない範囲で施してもよい。また
、集熱板３１の表面にＰＩ（ポリイミド）などで被覆を施してもよい。
【００５４】
　排紙センサレバー先端の集熱板３１の裏面には、サーミスタなどの応答性の高い温度検
知センサ（排紙温度センサ）３２が接着等の方法で貼り付けられている。加熱定着装置か
ら画像定着後の記録材Ｐが搬送されると、排紙センサレバー２９が回動し、集熱板３１が
記録材Ｐの非印字面に接触し、記録材の熱を奪い、裏面に設置された排紙温度センサ３２
に熱を伝導して記録材の温度に依存した温度を検出する。このとき排紙温度センサ３２は
、排紙センサレバー２９が回動した時、すなわち排紙センサレバー２９が記録材有りを検
知した時に記録材Ｐと集熱板３１が接触する位置の真下に取り付けられており、集熱板内
での温度勾配の影響を最小限にすることにより、記録材の温度に依存した検出温度の精度
を高めている。また、記録材との摺動部に金属部材を使うことにより、摺動部の磨耗を防
止し、排紙センサレバー２９の耐久性を向上させることができる。
【００５５】
　このように、記録材の有無を検知する排紙センサレバー上に集熱板３１とサーミスタな
どの排紙温度センサ３２を設けることにより、記録材の位置情報と温度情報を精度よく同
期させることが可能になり、サーミスタから出力される温度情報が記録材のどの位置にお
ける情報かを精度よく検知することが可能になる。例えば、サーミスタの温度情報は記録
材の先端部に比べ、後端部の方が上昇する傾向にあるので、記録材の位置情報と同期させ
ることにより、より確実に記録材温度に依存した温度を検知することが可能になる。
【００５６】
　サーミスタは温度により抵抗値を変化させる素子であり、サーミスタチップの電極にデ
ュメット線３３を焼き付けた状態でガラスに封入されている。また排紙センサレバー２９
は、ステンレスなどの金属でできた２本の電極３４がアウトサート成型などでプラスチッ
ク部と一体的に構成されている（図６、７参照）。前述のデュメット線３３は、これら２
本の電極に溶接される。さらに、これらの電極は制御回路１４に接続されており、サーミ
スタで検出した温度情報を伝える。
【００５７】
　電極３４は、厚さ０．１ｍｍ程度の薄いステンレスなどの板金でできており、サーミス
タの温度情報を制御回路１４に伝える役割を果たすと同時に、排紙センサレバー２９に回
動力を付勢する機能をも併せ持っている。電極３４の一方の端部は排紙センサレバー２９
のプラスチック部と一体的に構成され、サーミスタのデュメット線３３と溶接されており
、もう一方の端部は定着排紙ガイド２８に固定された不図示の端子に接続されている。電
極３４は排紙センサレバー２９が回動すると、排紙センサレバー２９とともに動き、固定
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された端子接続部からねじられることにより、排紙センサレバー２９をホームポジション
に戻す方向に回動力を付勢する。また電極３４は、排紙センサレバー２９に適正な回動力
を付勢し、かつ繰り返し応力を受けることによって電極自身が永久変形や破断などをおこ
さないよう、クランク形状にて構成される。
【００５８】
　排紙センサレバー先端部について更に詳細に説明する。前述したように、排紙センサレ
バー先端部には熱容量の小さい材質でできた集熱板３１が、熱伝導率の低いプラスチック
の排紙センサレバー２９と一体的に構成されている。ここで、集熱板３１の裏面は排紙セ
ンサレバー部との接合部を除いて空洞３５になっている。これにより、集熱部近傍の熱容
量を小さくするとともに、集熱板３１と排紙センサレバー２９を断熱することにより、排
紙温度センサ３２に集まる熱を逃がさないようすることができ、排紙温度センサ３２の応
答性を高めることが可能になる。
【００５９】
　さらに、定着排紙ガイド２８の排紙センサレバー近傍部について図８を用いて説明する
。定着排紙ガイド２８は、排紙センサレバー２９が回動する位置に対して逃げ３６を大き
く取っており、記録材と排紙センサレバー２９が接触する部分の近傍において記録材と定
着排紙ガイド２８の通紙面が接触しないように構成されている。これにより、集熱板近傍
の熱を定着排紙ガイド２８へと逃がさないようにして、記録材の温度に依存した検出温度
の精度を高めている。また、排紙センサレバー２９は排紙ローラ２６と排紙コロ２７のニ
ップを軸方向（記録材の幅方向）に避けた位置に設置されており、記録材通過時には排紙
ローラ２６とオーバーラップするようになっており、排紙センサレバー２９の付勢力によ
って記録材がたわむのを防いでいる。
【００６０】
　以上の排紙センサレバー２９に配置された排紙温度センサ３２による検知温度は、前述
したように定着ニップ部に搬送される記録材の種類によって影響を受けることが確認され
ており、この検知温度に応じて定着条件を自動的に変更することで、記録材の種類に依ら
ずホットオフセット等の画像不良、記録材のカール等の記録材の変形を未然に防止し、安
定した定着性能を得ることが可能となる。
【００６１】
（排紙温度センサに基づく動作シーケンス）
　以下では、各種の記録材上のトナー画像を加熱定着させた場合の本実施形態における排
紙温度センサの検知温度推移および検知温度に基づく動作シーケンスについて、詳細に説
明する。
【００６２】
　本実施形態における画像形成装置は例えば、プロセススピード３２０ｍｍ／ｓｅｃのレ
ーザビームプリンタであり、１分間にＬＴＲサイズの記録材が５５枚プリントされる装置
である。加熱定着装置の構成としては、厚み０．６ｍｍ、幅１２ｍｍのＡｌＮ基板上にＡ
ｇ／Ｐｄペーストから形成される通電発熱体をスクリーン印刷してなる加熱用ヒータの摺
動面に外径３０ｍｍ、厚み４０μｍのＳＵＳ３０４のシームレス金属フィルムを基層とし
て、その表層に厚み４μｍのプライマ層、厚み１０μｍの抵抗調整されたフッ素樹脂層を
順次被覆させて形成された定着フィルムを回転自在に配置してある加熱部材を使用した。
また、加圧ローラとして、径２２ｍｍのアルミ芯金の外面に弾性層として厚み４ｍｍの導
電シリコンゴム、さらに表層にＰＦＡチューブを被覆させたローラを使用した。上記定着
部材と加圧ローラとの間に付与する加圧力は１５ｋｇｆとした。また、上述のとおり定着
ニップ部下流側に排紙センサレバー２９を配置し、レバーの先端には厚み０．１ｍｍ、幅
６ｍｍ、高さ８ｍｍのＳＵＳ板を取り付け、その背面には、排紙温度センサ３２として小
型のサーミスタをエポキシ系接着剤にて感熱部を接着固定した。定着ニップ部中央からホ
ームポジション時の排紙センサレバー２９までの距離は定着ニップ部から排出された記録
材の非印字面温度と排紙温度センサ３２の相関が精度良く取れるよう記録材搬送方向で２
５ｍｍの距離とした。
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【００６３】
　以上の構成で各種の記録材を連続プリントした際の排紙温度センサ３２による検知温度
推移を測定した。
【００６４】
　本明細書において「連続プリント」とは、先行する記録材が定着ニップ部を通過する時
点で後続の記録材が画像形成部に供給され画像形成動作が既に開始されている状態が継続
しており、先行する記録材の後端と後続の記録材の先端との距離（紙間）が略一定に維持
されている状態をいう。本実施形態に即してより具体的に説明すると、加熱定着された記
録材の後端が排紙センサレバー２９を通り過ぎた時点で後続の記録材が既にレジストロー
ラ６を過ぎてトナー画像の記録材上への転写が始められている状態が継続するプリント動
作が、連続プリントとなる。
【００６５】
　また実験では、条件を同一とするため、スタンバイ状態で加熱ヒータに通電されていな
い状態が長く継続され、加熱ヒータの温度が画像形成装置が設置された室温（機外温度）
に最も近い状態（以後、朝一状態と記す）から各種の記録材の連続プリント動作を開始し
た。また、記録材は全てカット紙を使用した。
【００６６】
　使用した記録材は坪量６４ｇ／ｍ２の表面性が平滑な薄紙Ａ、坪量８０ｇ／ｍ２で薄紙
Ａに比べ若干表面の粗さが粗い薄紙Ｂ、坪量が９０ｇ／ ｍ２の表面性が非常に粗いラフ
紙Ｃ、坪量が１３５ｇ／ ｍ２の表面性が平滑な厚紙Ｄであり、実験に用いた記録材のサ
イズは全てＬＴＲサイズ（幅２１６ｍｍ、長さ２７９ｍｍ）とした。
【００６７】
　実験の結果を図１０に示す。図１０において、横軸は連続プリント時の枚数、縦軸は排
紙温度センサ３２による検知温度を示す。図より明らかなように、表面が平滑な薄紙Ａは
最も検知温度が高く推移していることがわかる。また、薄紙Ａより表面性が若干粗く、坪
量が若干大きい薄紙Ｂは薄紙Ａより検知温度が若干低く推移し、ラフ紙Ｃ、厚紙Ｄは薄紙
ＡおよびＢに比べて検知温度がかなり低く推移していることがわかる。これは、表面性が
粗い記録材ほど、加熱部材の定着フィルムとの密着性が得られないことから定着フィルム
表面から記録材への熱の伝導が悪く、また、表面性が平滑でも厚さの厚い記録材は熱容量
が大きく、非印字面の温度は上昇しにくいことを示している。以上のことから、排紙温度
センサ３２の検知温度に基づいて、加熱定着された記録材の種類を判別できることが示さ
れる。
【００６８】
　次に、同様の連続プリント動作を薄紙Ｂおよびラフ紙Ｃを使用して、プリント開始時の
排紙温度センサ３２の検知温度（初期温度）が異なる場合について実験を行った。すなわ
ち、（１）朝一状態からの連続プリント時の検知温度推移を測定した後、２分間ほどスタ
ンバイ状態で画像形成装置を放置し、（２）加熱部材および加圧ローラがある程度温まっ
た状態（以後、ホット状態と記す）からの連続プリント時の温度検知推移を測定した。
【００６９】
　測定結果を図１１に示す。薄紙Ｂ－１およびラフ紙Ｃ－１は朝一状態からの連続プリン
ト時、薄紙Ｂ－２およびラフ紙Ｃ－２はホット状態からの連続プリント時の検知温度推移
を示す。図より、それぞれの記録材において、排紙温度センサ３２の検知温度は朝一状態
からの連続プリント時に比べホット状態からの連続プリント時の方が検知温度推移は高め
となり、またプリント動作開始からの検知温度の上昇は少ないことがわかる。これは、排
紙センサレバー２９が定着ニップ部に近い位置に配置されているために、プリント開始時
の加熱部材および加圧ローラ付近の雰囲気温度を検知しているためである。
【００７０】
　また、さまざまな初期温度Ｔ０からの連続プリントを、薄紙Ｂ、ラフ紙Ｃおよび坪量１
０５ｇ／ｍ２の表面性が平滑な厚紙Ｅについて繰り返し行い、各初期温度Ｔ０に対する連
続プリント３０枚目相当時の検知温度Ｔ３を測定したところ、図１２に示すような結果と
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なった。ここで初期温度Ｔ０とは、レーザビームプリンタがプリント信号を受信し、給紙
駆動、各部の回転駆動等の画像形成動作を開始する直前の排紙温度センサ３２による測定
温度である。図より、初期温度Ｔ０によって各記録材の連続プリント３０枚目での検知温
度は変化しており、初期温度Ｔ０が高いほど連続プリント３０枚目の検知温度は高くなる
ことがわかる。また、薄紙Ｂと厚紙Ｅ、ならびに、厚紙Ｅとラフ紙Ｃとでは初期温度Ｔ０
が同様の場合には、連続プリント３０枚目時点での検知温度は異なり、その間に図示のよ
うな境界線を引く（制御式１および制御式２）ことで連続プリントされた記録材の種類を
判別できることがわかる。
【００７１】
　そして、この判別結果に基づいて、加熱定着装置の温度制御、あるいは画像形成装置の
記録材供給タイミング等にフィードバックすることによって記録材に与える熱量をコント
ロールすることが可能となる。
【００７２】
　本実施形態では、以上のような実験結果に基づいて排紙温度センサ３２に基づく動作シ
ーケンスを実行する。図９は、本実施形態に係る画像形成装置の連続プリント時における
動作を示すフローチャートである。
【００７３】
　画像形成装置がプリント信号を受信すると（ステップＳ１０１）、プリント動作を開始
する前に排紙温度センサ３２による初期温度Ｔ０を測定する（ステップＳ１０２）。
【００７４】
　次いで、初期温度Ｔ０に基づき図１２に示したような実験結果に基づて定められた２つ
の制御式にそれぞれ初期温度Ｔ０を代入し、しきい値温度Ｔ１およびＴ２を決定する（ス
テップＳ１０３）。しきい値温度Ｔ１およびＴ２は、例えば次式で表される。
【００７５】
　　　Ｔ１＝０．１６・Ｔ０＋６２［℃］
　　　Ｔ２＝０．１６・Ｔ０＋７０［℃］
【００７６】
　その後、給紙装置からの記録材の給紙動作、画像形成部における画像形成動作、加熱定
着装置の加熱ヒータへの通電をそれぞれ開始し、排紙温度センサ３２による温度モニター
を継続する（ステップＳ１０４）。
【００７７】
　そして、例えば連続プリント時３０枚目における排紙温度センサ３２による検知温度Ｔ
３を測定する（ステップＳ１０５）。ここでは連続プリント時３０枚目における排紙温度
センサ３２による検知温度としたが、別の時点の検知温度を測定してもよい。
【００７８】
　なお、ステップＳ１０３はステップＳ１０４またはステップＳ１０５の後に実行しても
構わない。
【００７９】
　次に、排紙温度Ｔ３がＴ２以上あるかどうかを判断する（ステップＳ１０６）。ここで
排紙温度Ｔ３がＴ２以上ある場合には、排紙温度センサ３２による検知温度が十分に高く
、記録材として表面が平滑な薄紙が加熱定着されていると判断される。この結果、スルー
プット（所定時間内に搬送される記録材の枚数）を維持しつつ、加熱定着装置の加熱ヒー
タの温度を所定温度（例えば５℃）ダウンさせることにより、記録材に余分な加熱をして
しまうことを防止する（ステップＳ１０７）。
【００８０】
　一方、ステップＳ１０６において、排紙温度Ｔ３がＴ２未満である場合は、Ｔ３がＴ１
以上であるかどうかを判断する（ステップＳ１０８）。ここでＴ３がＴ１以上ある場合（
すなわち、Ｔ１≦Ｔ３＜Ｔ２の場合）には、最適な加熱定着が実施されていると判断し、
現行のスループットおよび温度制御を維持し、プリント動作を継続する（ステップＳ１０
９）。
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【００８１】
　また、ステップＳ１０８において、排紙温度Ｔ３がＴ１未満である場合は、記録材への
加熱が不十分であり、定着性能を損なう可能性があるため、紙間を広げてスループットを
下げる（ステップＳ１１０）。例えば、図１３に示すようなプリント枚数とスループット
との関係を記述したテーブルに従いスループットを下げる。同図において、「ｐｐｍ」と
は、１分間当たりのプリント枚数を示すスループットの単位である。なお、ここではスル
ープットを下げることで定着性能を満足させる方法を提示したが、これは、紙間を広げ、
その間に加圧ローラを十分に加熱させることで、記録材に与えられる熱量を加圧ローラ側
からも補充することにより増加させる方法を示したものであり、加熱ヒータ制御温度を高
くする等、記録材に与えられる熱量を増す別の方法を採用してもよい。
【００８２】
　以上により排紙温度センサ３２による検知温度に基づいて、搬送される記録材の種類に
応じて自動的に記録材へ与えられる熱量をコントロールして、最終ページまでプリント動
作を継続し（ステップＳ１１１、Ｓ１１２）、最終ページを加熱定着後にプリント動作を
終了し、設定した閾値Ｔ１およびＴ２をクリアする（ステップＳ１１３）。
【００８３】
　以上説明した本実施形態の効果を確認するため、加熱条件をまったく変更しなかったと
き（比較例１）、および初期温度Ｔ０に関係なくしきい値温度Ｔ１およびＴ２をそれぞれ
７０℃および７７℃と一定温度に設定したとき（比較例２）との比較実験を行った。本実
施形態、比較例１、比較例２のそれぞれで連続プリント動作を行い、排紙トレイ上の積載
性能（仕様上２５０枚積載）、定着性能を比較した。なお、排紙トレイ上の積載性能は記
録材がトレイ上から落ちるまでに何枚積載できたかをテストした。定着性能はプリント後
の記録材の印字面にテープを貼り、そのテープを剥がしたときにどの程度テープにより画
像が剥ぎ取られたかを判断した。
【００８４】
　プリントした記録材は前述した薄紙Ｂおよびラフ紙Ｃ、厚紙Ｅであり、排紙温度センサ
３２によるプリント動作前の初期温度がそれぞれ２３℃、５０℃、７０℃の各条件でそれ
ぞれ５回実施し、積載枚数はその平均値、定着性能は５回全ての実験において全く問題な
かった場合を○、画像欠損が２回以内を△、画像欠損が３回以上の場合を×として判断し
た。比較結果を図１４に示す。
【００８５】
　同図（ａ）によれば、薄紙Ｂでは、適正に判断された記録材への熱量を絞った本実施形
態では、定着性能を損なわずに積載性も十分となっているのに対し、排紙温度センサ３２
による加熱ヒータの温度制御を実施しなかった比較例１では積載性が劣っている。これは
、排紙トレイ上にカールが大きい記録材が溜まり、後続の記録材が既に積載した記録材を
排紙トレイ上から押すことで排紙トレイ上から落下させてしまったことによる。また、初
期温度Ｔ０に依らずしきい値温度を一定にした比較例２では、初期温度５０℃および７０
℃では、薄紙を正しく識別できたが、初期温度２３℃の場合には薄紙を識別できない場合
があり、結果として、加熱ヒータへの温度制御フィードバックを行わない場合が５回のテ
スト中３回あったため、比較例１と同様に積載性が悪化した場合があった。
【００８６】
　次に、同図（ｂ）はラフ紙Ｃを連続プリントした場合の結果を示している。本実施形態
では、図１３のようなテーブルに従い、枚数に応じてスループットを落とすことにより定
着不良を回避できたが、比較例１では、定着不良が４０枚目以降に発生してしまった。ま
た、比較例２においても、５回のテスト中２回はラフ紙と識別できず、定着不良が発生し
てしまった。
【００８７】
　また、同図（ｃ）は厚紙Ｅを連続プリントした場合の結果を示している。本実施形態お
よび比較例１では、加熱ヒータの温度制御、スループットに変更を加えないため、良好な
積載性、定着性が得られたのに対して、比較例２では初期温度２３℃では定着性を上げる
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ためにスループットダウンの動作が、初期温度７０℃では加熱ヒータの温度を５℃下げて
しまう制御が入ったため、それぞれの場合で積載性、定着性能を悪化させてしまうことが
あった。
【００８８】
　以上、本実施形態によれば、低熱容量の排紙温度センサ３２を定着ニップ直後の非印字
面側に配置し、プリント開始時の初期温度Ｔ０に応じたしきい値Ｔ１、Ｔ２を設定し、連
続プリント時の所定時点で排紙温度Ｔ３を測定し、そのＴ３のＴ１，Ｔ２との比較結果に
応じて定着制御をを行うことにより、ホットオフセット、カール／積載不良、定着不良等
の不具合を防止することが可能となる。
【００８９】
　なお、上述の本実施形態によれば、プリント開始時における初期温度Ｔ０に応じて設定
されるしきい値Ｔ１，Ｔ２と、連続プリント時の所定時点で排紙温度Ｔ３との比較結果に
基づいて、実質的に記録材の種類を判別することができる。しかし、本発明の目的は必ず
しも記録材の種類を判別することではなく、プリント開始時の排紙温度センサ３２によっ
て検出される初期温度およびその後の検出温度の推移に応じて記録材へ与える熱量を変更
し、最適な加熱定着を実施することにある。よって、排紙温度センサ３２による初期検知
温度Ｔ０とその後の排紙温度センサ３２による検知温度の温度変化の度合い（検知温度の
傾き）、連続プリント時の所定時点における検知温度等の検知温度変化の推移によって記
録材へ与える熱量をコントロールする方法が実現される限り、本発明はその検知タイミン
グ、熱量コントロール方法等に関して限定されるものではない。
【００９０】
　また、本実施形態では、プリント開始時の初期温度Ｔ０を排紙温度センサ３２により測
定する方法を示した。排紙温度センサ３２により測定される初期温度Ｔ０は定着装置近傍
の雰囲気温度に相当するのだが、この代わりに、加熱定着装置の近傍に設けられる別の温
度検知素子により、その雰囲気温度に相当する初期温度Ｔ０を測定することにしてもよい
。あるいは、ヒータ温度検知素子であるサーミスタ２３ａにより初期温度Ｔ０を測定して
もよいであろう。サーミスタ２３ａの測定対象は加熱ヒータ２３の温度であるが、上記雰
囲気温度に大きく関わるので、これでも当然のことながら本発明の目的を達成することが
できる。
【００９１】
■ 第２の実施形態 ■
　第２の実施形態の画像形成装置の構成を図１５に示す。図１５において、第１の実施形
態として示した図１と同一の構成要素には同一の参照番号を付し、説明を省略する。また
、本実施形態における加熱定着装置の構成も第１の実施形態と同様であるので、図２～８
を援用することにする。
【００９２】
　本実施形態では、画像形成装置の設置されている環境（室温）を検知するためのサーミ
スタ等の外気温センサ１９が、例えば本体側面に配置されており、外気温センサ１９は機
外の温度を正確に検知するように、外気を機内に取り込んで機内の昇温を防止する冷却フ
ァン１８の近傍に配置されている。これにより外気温センサ１９は画像形成装置が設置さ
れている室温を正確に検知することが可能となる。
【００９３】
　本実施形態では、画像形成装置の使用される環境に応じて、第１の実施形態で示した排
紙温度センサ３２による記録材の判別をより正確に実施する方法を提案する。
【００９４】
　以下、本実施形態による排紙温度センサを用いた制御方法について説明する。通常、画
像形成措置が配置された環境によって給紙トレイ内に積まれた記録材の温度はその環境の
温度に近い温度に保たれる。また、画像形成装置が設置された環境によって、加熱定着装
置の加熱具合が同様であっても加熱定着装置周辺の温度は対流等の影響を受けて異なって
くる。よって、画像形成装置が設置された環境の温度が低い場合と高い場合とでは、最適
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な加熱定着を実施した場合であっても、排紙温度センサによる検知温度は異なってくる。
また、特にフィルム加熱方式の加熱定着装置では、低熱容量のフィルムを使用しているた
め、画像形成装置が設置されている環境に応じて連続プリントの枚数に応じて加熱ヒータ
の温調温度を細かに制御する方法がとられており、その具体的温調制御の一例を挙げると
図１７のようになる。同図において、横軸は朝一状態からの連続プリント枚数、縦軸は加
熱ヒータ制御温度を示す。
【００９５】
　同図に示すように、例えば高温環境（例えば、室温３０℃以上）に画像形成装置が設置
されている場合には、給紙トレイ内の記録材の温度も環境温度に近くなっており、加熱定
着装置において記録材に与える熱量を低く抑えても十分な定着性能が得られることから、
加熱ヒータの制御温度を低めに設定してある。一方で常温環境（例えば、室温２０℃～３
０℃）、低温環境（例えば、室温２０℃以下）ではそれぞれ給紙トレイ内の記録材の温度
を考慮して加熱ヒータの制御温度が決められており、低温環境になるほど、加熱ヒータの
制御温度を高く設定することで環境に依らず同等の定着性能が得られるようにしている。
【００９６】
　同図において、プリント枚数に応じて加熱ヒータの制御温度を徐々に下げているのは、
記録材へ与える熱量を一定に保つためである。すなわち、連続プリントによって紙間等で
加熱ヒータの周りに配置した各種加熱部材や加圧ローラが徐々に昇温することから、例え
ば、加圧ローラが十分に加熱された状態の場合には、非印字面側からも記録材へ熱量が与
えられ、この熱量が記録材上のトナー像の加熱にも寄与するため、加熱ヒータの制御温度
を徐々に下げても十分な定着性能が得られることによる。
【００９７】
　このように、特にフィルム加熱方式では、画像形成装置が設置されている環境に応じて
加熱ヒータの制御温度を最適化する等の方法がとられており、第１の実施形態で示した排
紙温度センサによる記録材の識別および識別結果に応じた記録材へ与えられる熱量コント
ロールへのフィードバックの最適値が画像形成装置の設置されている環境に応じて異なっ
てくる。
【００９８】
　そこで、プリント開始時の排紙検知センサによる初期温度Ｔ０に応じて各記録材の連続
プリント３０枚目時点での検知温度がどのように変化するかを各環境で確認した。画像形
成装置が設置された環境温度としては、室温１５℃、２５℃、３５℃の各環境とした。使
用した記録材は第１の実施形態と同様の薄紙Ｂ、ラフ紙Ｃ、厚紙Ｅである。排紙温度セン
サ３２による検知温度の結果を図１８Ａ～１８Ｃに示す。これらの結果より、画像形成装
置が設置されている環境により初期温度Ｔ０が同等であっても、連続プリント３０枚目の
排紙温度センサ３２による検知温度は若干異なってくることがわかる。
【００９９】
　以上のことから、記録材の種類を判別する制御式１および２を各環境温度によって変更
することで、識別精度を高めることができるといえる。
【０１００】
　そこで、以下では、排紙温度センサによる記録材識別および記録材へ与える熱量をコン
トロールするための制御シーケンスを、画像形成装置が設置されている環境温度に応じて
変更する方法を説明する。
【０１０１】
　図１６は、本実施形態に係る画像形成装置の連続プリント時における動作を示すフロー
チャートである。
【０１０２】
　画像形成装置がプリント信号を受信すると（ステップＳ２０１）、外気温センサ１９に
より画像形成装置が設置されている環境の温度Ｔｅを測定するとともに、この測定結果に
基づき加熱ヒータの制御温度プロファイルを決定し（ステップＳ２０２）、ヒータへの通
電、画像形成動作の開始、記録材上の未定着画像の加熱定着を順次実施する（ステップＳ
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２０３）。
【０１０３】
　その後、ヒータへの通電が開始されてから所定時間後の排紙温度センサ３２による初期
温度Ｔ０を測定する（ステップＳ２０４）。第１の実施形態では、ヒータへの通電前に、
排紙温度センサ３２による初期温度Ｔ０の測定を行ったが、本実施形態のように、ヒータ
への通電を開始してから所定時間後の排紙温度センサ３２による検知温度を初期温度Ｔ０
としてもよい。この場合、加熱定着装置が回転駆動することで、若干排紙温度センサ３２
の検知温度が高くなるが、加熱定着装置の加熱具合によってこの検知温度が影響を受ける
ため、定着ニップ直後の雰囲気温度および加熱定着装置の加熱状態の双方に影響を受けた
温度を検知することになる。また、初期温度Ｔ０の測定方法は以上の方法に限らず、加熱
定着装置の加熱具合がわかる方法であれば、その検知タイミングは問わない。
【０１０４】
　次に、初期温度Ｔ０と環境検知温度Ｔｅの双方に基づいてしきい値温度Ｔ１およびＴ２
を決定する（ステップＳ２０５）。しきい値温度Ｔ１およびＴ２は、例えば次式で表され
る。
【０１０５】
　　　Ｔ１＝０．２５・Ｔｅ＋０．１６・Ｔ０＋５７．７５［℃］
　　　Ｔ２＝０．２５・Ｔｅ＋０．１６・Ｔ０＋６５．７５［℃］
【０１０６】
　その後、連続プリントを継続し、例えば３０枚目における排紙温度センサ３２による検
知温度Ｔ３を測定する（ステップＳ２０６）。なお、ステップＳ１０５はステップＳ２０
６の後に実行しても構わない。以降の処理は第１の実施形態におけるステップＳ１０６以
降と同様であるが、説明すると次のようになる。
【０１０７】
　排紙温度Ｔ３がＴ２以上あるかどうかを判断する（ステップＳ２０７）。ここで排紙温
度Ｔ３がＴ２以上ある場合には、排紙温度センサ３２による検知温度が十分に高く、記録
材として表面が平滑な薄紙が加熱定着されていると判断される。この結果、スループット
（所定時間内に搬送される記録材の枚数）を維持しつつ、加熱定着装置の加熱ヒータの温
度を所定温度（例えば５℃）ダウンさせることにより、記録材に余分な加熱をしてしまう
ことを防止する（ステップＳ２０８）。
【０１０８】
　一方、ステップＳ２０７において、排紙温度Ｔ３がＴ２未満である場合は、Ｔ３がＴ１
以上であるかどうかを判断する（ステップＳ２０９）。ここでＴ３がＴ１以上ある場合（
すなわち、Ｔ１≦Ｔ３＜Ｔ２の場合）には、最適な加熱定着が実施されていると判断し、
現行のスループットおよび温度制御を維持し、プリント動作を継続する（ステップＳ２１
０）。
【０１０９】
　また、ステップＳ２０９において、排紙温度Ｔ３がＴ１未満である場合は、記録材への
加熱が不十分であり、定着性能を損なう可能性があるため、紙間を広げてスループットを
下げる（ステップＳ２１１）。
【０１１０】
　以上により排紙温度センサ３２による検知温度に基づいて、搬送される記録材の種類に
応じて自動的に記録材へ与えられる熱量をコントロールして、最終ページまでプリント動
作を継続し（ステップＳ２１２、Ｓ２１３）、最終ページを加熱定着後にプリント動作を
終了し、設定した閾値Ｔ１およびＴ２をクリアする（ステップＳ２１４）。
【０１１１】
　なお、本実施形態および第１の実施形態においては、連続プリント３０枚目の時点にお
ける排紙温度センサ３２による検知温度Ｔ３をしきい値温度Ｔ１およびＴ２と比較してそ
の後の記録材へ与える熱量を変更しているが、連続プリント中のどのタイミングでＴ３を
検知してフィードバックしても良い。例えば、連続プリント２０枚目～３５枚目の間にそ
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れぞれの枚数に応じたしきい値温度Ｔ１およびＴ２を初期温度Ｔ０および環境温度Ｔｅか
ら決定し、順次判断を行う方法でも良いし、２０枚目～３５枚目の最大温度もしくは平均
温度をＴ３として判断する方法であっても良い。
【０１１２】
　また、本実施形態では、画像形成装置の設置されている環境温度Ｔｅを検知してその情
報をもとにしきい値温度Ｔ１およびＴ２を決定する方法を示したが、記録材に含まれる水
分もカールや定着性能に影響を与えることがわかっており、環境湿度を検知する素子を画
像形成装置に設け、更にその情報をもとにしきい値温度Ｔ１およびＴ２を決定する方法を
導入すればさらに記録材の種類を識別する精度が高くなることも考えられる。
【０１１３】
　本実施形態の効果を確認するため、第１の実施形態で示した画像形成装置、加熱定着装
置において２５℃環境での制御シーケンスのみを使用して各環境（１５℃、２５℃、３５
℃環境）で様々な記録材を加熱定着した場合（比較例）とで、ホットオフセットの発生頻
度、排紙トレイ上への積載枚数、定着性能を比較した。その結果、本実施形態で示した環
境温度によりしきい値温度を決定する方が記録材識別精度が高く、不具合の発生がさらに
減少した。
【０１１４】
　以上、本実施形態では、第１の実施形態の構成に、設置環境の温度および／または湿度
を検知する手段を更に備え、この検知結果および排紙温度センサによる初期温度の検知結
果に基づいて記録材を判別するしきい値を決定するようにしたので、画像形成装置が使用
される環境や加熱定着装置の加熱状態に依らず、正確な記録材の識別および、記録材へ与
える熱量のコントロールを行うことが可能になる。これにより、カール／積載性悪化やホ
ットオフセット、定着不良という課題を記録材の種類に依らず未然に防ぎ、良好な品質で
記録材上の未定着画像を加熱定着することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１１５】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る画像形成装置の断面概略図である。
【図２】、
【図３】本発明の第１の実施形態に係る加熱定着装置の断面概略図である。
【図４】本発明の第１の実施形態に係る加熱定着装置の概略断面図で、定着排紙ガイドの
配置を説明する図である。
【図５】本発明の第１の実施形態に係る加熱定着装置の概略断面図で、排紙センサユニッ
トの構成を説明する図である。
【図６】本発明の第１の実施形態に係る排紙センサレバー付近の概略構成を示す斜視図で
ある。
【図７】本発明の第１の実施形態に係る排紙センサレバー付近の概略構成を示す斜視図で
、図６の反対方向からみた図である。
【図８】本発明の第１の実施例に係る定着排紙ガイドの排紙センサレバー近傍部の斜視図
である。
【図９】本発明の第１の実施形態に係る画像形成装置の連続プリント時における動作を示
すフローチャートである。
【図１０】各記録材の連続プリント時の排紙温度推移を示す図である。
【図１１】初期温度別の連続プリント時の排紙温度推移を示す図である。
【図１２】各記録材の、初期温度別の連続プリント３０枚目相当時の排紙温度を示す図で
ある。
【図１３】本発明の第１の実施形態におけるプリント枚数とスループットとの関係を記述
したテーブルの一例を示す図である。
【図１４】本発明の第１の実施形態の効果を確認するための実験結果を示す図である。
【図１５】本発明の第２の実施形態に係る画像形成装置の断面概略図である。
【図１６】本発明の第２の実施形態に係る画像形成装置の連続プリント時における動作を
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示すフローチャートである。
【図１７】環境温度に応じた加熱ヒータの温度制御の一例を示す図である。
【図１８Ａ】環境温度１５℃における各記録材の、初期温度別の連続プリント３０枚目相
当時の排紙温度を示す図である。
【図１８Ｂ】環境温度２５℃における各記録材の、初期温度別の連続プリント３０枚目相
当時の排紙温度を示す図である。
【図１８Ｃ】環境温度３５℃における各記録材の、初期温度別の連続プリント３０枚目相
当時の排紙温度を示す図である。
【図１９】従来の熱ローラ定着方式の加熱定着装置の構成を示す図である。
【図２０】従来のフィルム加熱方式の加熱定着装置の構成を示す図である。
【図２１】接触型センサを用いて温度検出を行う従来の加熱定着装置を示す図である。
【図２２】非接触式センサを用いて温度検出を行う従来の加熱定着装置の一例を示す図で
ある。
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【図３】
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【図１８Ｂ】

【図１８Ｃ】



(22) JP 4262119 B2 2009.5.13

【図１９】

【図２０】

【図２１】
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